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欠格事由と取消し事由に規定する内容の考え方について

1．取消し事由として掲げていた原案の第15条第1項第7号に規定していた内
容（役員による違法行為）については、下記の点を踏まえて、欠格事由とし

て第7条第2項第4号に規定するよう修正する。

2．子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）第40条第2項及び子ども・

子育て支援法施行令（平成26年政令213号）第18条第2項では、欠格事由とし

て、設置者による違法行為に係るものと役員による違法行為に係るものを並

べて規定しており、本法律案でもこれにならい、欠格事由として設置者に係

るものと役員に係るものを並べて規定する。

3．役員に係る欠格事由については、子ども・子育て支援法では、その政令に

おいて規定しているが、 これは、法律で、役員に係る取消し事由を別途規定

し、役員に係る事由が既に明示されているためである。 ‘

他方、本法律案では、取消し事由において役員に係るものはないため、役

員に係る欠格事由を第7条第2項第3号の「確認を取り消された大学等の設

置者に準ずる者として政令で定める者」として規定するのではなく、同項第

4号として役員に係る欠格事由を法律上で明記することとする。

4．役員に係る欠格事由については、同号において明記するもの（役員による

法令違反）の他、下記のものなどを規定する必要があり、個人立の設置者の

存在を踏まえたものもあることから、第7条第2項第3号と同様に「これに

準ずる者として政令で定める者」も同項第4号にあわせて規定し、下記の欠

格事由については政令で規定することとする。

。取消しを受けた設置者において役員であった者が、その役員にいる設置

者で、取消しの日から3年経過していないもの

．取消しを受けた設置者（個人立）が、その役員にいる設置者で、取消し

の日から3年経過していないもの

・処分逃れ目的で辞退した設置者において役員であった者が、その役員に

いる設置者で、辞退の日から3年経過していないもの

・処分逃れ目的で辞退した設置者（個人立）が、その役員にいる設置者で、

辞退の日から3年経過していないもの
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＜参考＞

○子ども・子育て支援法（平成二十四年法律第六十五号）

（確認の取消し等）

第四十条市町村長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該

特定教育・保育施設に係る第二十七条第一項の確認を取り消し、又は期間を

定めてその確認の全部若しくは一部の効力を停止することができる。

一特定教育・保育施設の設置者が、第三十三条第六項の規定に違反したと

認められるとき。

二特定教育・保育施設の設置者が、教育・保育施設の認可基準に従って施

設型給付費の支給に係る施設として適正な教育・保育施設の運営をするこ

とができなくなったと当該特定教育・保育施設に係る教育・保育施設の認

可等を行った都道府県知事（指定都市所在認定こども園については当該指

定都市の長とし、指定都市等所在幼保連携型認定こども園については当該

指定都市等の長とし、指定都市等所在保育所については当該指定都市等又

は児童相談所設置市の長とする。 ）が認めたとき。

三特定教育・保育施設の設置者が、第三十四条第二項の市町村の条例で定

める特定教育・保育施設の運営に関する基準に従って施設型給付費の支給

に係る施設として適正な特定教育・保育施設の運営をすることができなく

なったとき。

四施設型給付費又は特例施設型給付費の請求に関し不正があったとき。

五特定教育・保育施設の設置者が、第三十八条第一項の規定により報告又

は帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、

又は虚偽の報告をしたとき。

六特定教育・保育施設の設置者又はその職員が、第三十八条第一項の規定

により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答

弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨

げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該特定教育・保育施設の職員がそ

の行為をした場合において、その行為を防止するため、当該特定教育・保

育施設の設置者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

七特定教育・保育施設の設置者が、不正の手段により第二十七条第一項の

確認を受けたとき。

八前各号に掲げる場合のほか、特定教育・保育施設の設置者が、 この法律

その他国民の福祉若しくは学校教育に関する法律で政令で定めるもの又は

これらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

九前各号に掲げる場合のほか、特定教育・保育施設の設置者が、教育・保

育に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

十特定教育・保育施設の設置者の役員（業務を執行する社員、取締役、執

行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有

する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行

役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者

を含む。以下同じ。 ）又はその長のうちに過去五年以内に教育・保育に関
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し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。

2 前項の規定により第二十七条第一項の確認を取り消された教育・保育施設

の設置者（政令で定める者を除く。 ）及びこれに準ずる者として政令で定め

る者は、その取消しの日又はこれに準ずる日として政令で定める日から起算

して五年を経過するまでの間は、第三十一条第一項の申請をすることができ

ない。

○子ども・子育て支援法施行令（平成二十六年政令第二百十三号）

（法第四十条第二項の政令で定める者等）

第十八条 （略）

2 法第四十条第二項の同条第一項の規定により法第二十七条第一項の確認を

取り消された教育・保育施設の設置者（前項に規定する者を除く。 ）に準ず

る者として政令で定める者は、次の各号に掲げる者のいずれかに該当する教

育・保育施設の設置者とし、法第四十条第二項の政令で定める日は、当該者

の当該各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。

一その者と内閣府令で定める密接な関係を有する法人（次のイからハまで

に掲げる者に限る。第二十一条第二項第二号及び附則第十一条第二項第二

号において「その者と密接な関係を有する者」という。 ）が、法第四十条

第一項の規定により法第二十七条第一項の確認を取り消された教育・保育

施設の設置者（前項に規定する者を除く。 ）である者当該確認の取消し

の日

イその者の役員に占めるその役員の割合が二分の一を超え、又はその者の

株式の所有その他の事由を通じてその者の事業を実質的に支配し、若しく

はその者の事業に重要な影響を与える関係にある者として内閣府令で定め

るもの（ロにおいて「その者の親会社等」という。 ）

ロその者の親会社等の役員と同一の者がその役員に占める割合が二分の一

を超え、又はその者の親会社等が株式の所有その他の事由を通じてその事

業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある

者として内閣府令で定めるもの

ハその者の役員と同一の者がその役員に占める割合が二分の一を超え、又

はその者が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、

若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として内閣府令で定

めるもの

二法第四十条第一項の規定による法第二十七条第一項の確認の取消しの処

分に係る行政手続法（平成五年法律第八十八号）第十五条の規定による通

知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日ま

での間に、法第三十六条の規定により同項の確認を辞退した者（当該確認

の辞退について相当の理由がある者を除く。 ） 当該確認の辞退の日

三法第三十八条第一項の規定による検査が行われた日から聴聞決定予定日

（当該検査の結果に基づき法第四十条第一項の規定による法第二十七条第

一項の確認の取消しの処分に係る聴聞を行うか否かの決定をすることが見
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込まれる日として内閣府令で定めるところにより市町村長（特別区の区長

を含む。第二十一条第二項第四号において同じ。 ）がその者に当該検査が

行われた日から十日以内に特定の日を通知した場合における当該特定の日

をいう。附則第十一条第二項第四号において同じ。 ）までの間に、法第三

十六条の規定により法第二十七条第一項の確認を辞退した者（当該確認の

辞退について相当の理由がある者を除く。 ） 当該確認の辞退の日

四教育・保育に関し不正又は著しく不当な行為をした者当該行為をした

日

五その者の役員又は長のうちに次のイからハまでに掲げる者のいずれかに

該当する者がある者それぞれイからハまでに定める日

イ法第四十条第一項の規定により法第二十七条第一項の確認を取り消さ

れた教育・保育施設の設置者（前項に規定する者を除く。 ）において、

当該確認の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知が

あった日前六十日以内に、その役員又は長であった者当該確認の取消

しの日

ロ第二号に規定する期間内に法第三十六条の規定により法第二十七条第

一項の確認を辞退した教育・保育施設の設置者（当該確認の辞退につい

て相当の理由がある者を除く。 ）において、同号の通知の日前六十日以

内に、その役員又は長であった者当該確認の辞退の日

前号に掲げる者 同号に定める日ハ
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第12条第3項の修正について（ 「当該確認大学等の設置者」 ）

原案の第12条第3項中では、 「確認大学等の設置者」を受けて「当該設置者」

という表現を用いていたが、第13条第2項並びに第14条第1項及び第3項にお

いては、 「確認大学等の設置者」を同じ項において指し示す表現として「当該

確認大学等の設置者」を用いているところ、第l2条第3項においても、平灰を

｢当該設置者」を「当該確認大学等の設置者」と修正している。とるため、
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第7条第2項第4号関係

｢○○ｶ銭人である場合において､」

○
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）

第
十
九
条
の
十
八
都
道
府
県
知
事
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
咳
指
定
小
児
慢
性
特
定
疾

病
医
療
機
関
に
係
る
指
定
小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
機
関
の

指
定
を
取
り
消
し
、
又
は
期
間
を
定
め
て
そ
の
指
定
小
児
慢
性

特
定
疾
病
医
療
難
関
の
指
定
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
効
力

を
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
～
九
（
略
）

十
指
定
小
児
慢
性
特
定
疾
病
医
療
機
関
洲
濁
刈
矧
捌
引
鰯

剖
回
潤
Ⅷ
剣
！
そ
の
役
員
等
の
う
ち
に
指
定
小
児
慢
性
特
定

疾
病
医
療
機
関
の
指
定
の
取
消
し
又
は
指
定
小
児
慢
性
特

定
疾
病
医
療
機
関
の
指
定
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
効
力

の
停
止
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
前
五
年
以
内
に
小
児
慢
性

特
定
疾
病
医
療
支
援
に
関
し
不
正
又
は
著
し
く
不
当
な
行

為
を
し
た
者
が
あ
る
に
至
っ
た
と
き
。

十
一
（
略
）

第7条第2項第4号関係 ．

｢役員のうちに、…者で、…経過しないもの』

○
沖
縄
の
復
帰
に
伴
う
農
林
水
産
省
関
係
法
令
の
適
用
の
特
別
措

霞
等
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
四
十
七
年
政
令
第
百
五
十
八
号
）

第
三
条
卸
売
市
場
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
三
十
五
号
）
第

十
五
条
第
一
項
の
許
可
の
申
謂
で
あ
っ
て
申
請
者
の
業
務
を

執
行
す
る
倒
劉
呵
引
劃
回
１
沖
縄
の
法
令
の
規
定
（
法
第
二
十

五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ

れ
る
沖
縄
法
令
の
規
定
を
含
む
．
）
の
罪
を
犯
し
、
禁
鋼
（
こ
）

以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
笥
司
１
そ
の
刑
の
執
行
を
終
わ
り
、

又
は
そ
の
刑
の
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら

起
算
し
て
三
年
を
潤
週
ｕ
掛
叫
制
刷
が
あ
る
も
の
は
、
卸
充
市

場
法
第
十
七
条
第
一
項
第
四
号
に
該
当
す
る
許
可
の
申
謂
と

み
な
す
。

２
（
略
）

1
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第7条第2項第3号関係

｢役員のうちに、…がないこと｡」

○
信
託
業
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）

（
紛
争
解
決
等
業
務
を
行
う
者
の
指
定
）

第
八
十
五
条
の
二
内
閣
総
理
大
臣
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
伽

え
る
者
を
、
そ
の
申
謂
に
よ
り
、
紛
争
解
決
等
業
務
を
行
う
者

と
し
て
、
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
○

一
～
三
（
賂
）

四
綱
副
詞
割
引
劃
岡
１
次
の
い
ず
れ
か
に
骸
当
す
る
者
洲
樹
州

訓
到
司
，

イ
ー
ホ
（
略
）

五
～
八
（
略
）

２
～
４
（
略
）

○
賞
金
決
済
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
五
十
九
回
写

（
紛
争
解
決
等
業
務
を
行
う
者
の
指
定
）

第
九
十
九
条
内
閣
総
理
大
臣
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
備
え
る

者
を
、
そ
の
申
鯖
に
よ
り
、
紛
争
解
決
等
業
務
を
行
う
者
と
し

て
、
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
～
三
（
略
）

四
倒
周
呵
引
創
岡
１
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
煮
渕
制
叫

ゴ
副
１

イ
ー
ホ
（
略
）

五
～
八
（
略
）

２
～
５
（
略
）

需雲壼壼壼壼壼壼壼 ==。
○
介
鍍
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）

（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
）

第
七
十
八
条
の
二
（
賂
）

２
．
３
（
略
）

４
市
町
村
長
は
、
第
一
項
の
申
謂
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、

次
の
各
号
（
病
院
又
は
診
療
所
に
よ
り
行
わ
れ
る
複
合
型
サ
ー

ビ
ス
（
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
．
第
六
項
に
お

い
て
同
じ
．
）
に
係
る
指
定
の
申
舗
に
あ
っ
て
は
、
第
六
号
の
二
、

第
六
号
の
三
、
第
十
号
及
び
第
十
二
号
を
除
く
。
）
の
い
ず
れ
か

に
砿
当
す
る
と
き
は
、
第
四
十
二
条
の
二
第
一
項
本
文
の
指
定

を
し
て
は
な
ら
な
い
。

一
～
六
の
三
（
略
）

七
申
請
者
が
、
第
七
十
八
条
の
十
（
第
二
号
か
ら
第
五
号
ま

で
を
除
く
。
）
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
取
消
し
の
処
分
に
係

る
行
政
手
続
法
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
通
知
が
あ
っ
た
２

日
か
ら
当
該
処
分
を
す
る
日
又
は
処
分
を
し
な
い
こ
と
を

決
定
す
る
日
ま
で
の
間
に
第
七
十
八
条
の
五
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
事
業
の
廃
止
の
届
出
を
し
た
割
（
当
咳
事
業
の
廃

止
に
つ
い
て
相
当
の
理
由
が
あ
る
者
を
除
く
。
）
刻
剛
第
七

十
八
条
の
八
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
辞
退
を
し
た
割
（
当
該

指
定
の
辞
退
に
つ
い
て
相
当
の
理
由
が
あ
る
者
を
除
く
。
）

制
１
当
該
届
出
刻
刷
指
定
の
辞
退
の
日
洲
引
趨
捌
ｕ
口
五
増

七
の
一
Ｔ
ｌ
十
二
（
略
》

５
～
皿
（
略
）

掛
潤
過
ｕ
制
州
制
呵
で
あ
る
と
き
。



､

⑪

第7条第2項第4号関係

｢O0に違反した者」を受けて「その違反行為』と規定する例

○
自
然
潔
境
保
全
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
八
十
五
号
）

第
五
十
八
条
第
四
十
六
条
第
一
項
又
は
第
四
十
七
条
の
規
定
に

基
づ
く
条
例
に
は
、
そ
の
条
例
口
週
団
ｕ
対
濁
に
対
し
て
、
剖

刷
遡
園
伺
謝
の
態
様
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
第
五
十
三
条
か
ら

前
条
ま
で
に
定
め
る
処
罰
の
程
度
を
こ
え
な
い
限
度
に
お
い

て
、
刑
を
科
す
る
旨
の
規
定
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

○
絶
滅
の
お
そ
れ
の
あ
る
野
生
動
植
物
の
稲
の
保
存
に
関
す
る
法

律
（
平
成
四
年
法
律
第
七
十
五
号
）
。

（
措
殴
命
令
等
）

第
四
十
条
（
略
）

２
潔
塊
大
臣
は
、
第
三
十
七
条
第
四
項
若
し
く
は
第
三
十
八
条

第
四
項
の
規
定
回
遡
団
ｕ
制
割
、
第
三
十
七
条
第
七
項
（
第
三

十
八
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定

に
よ
り
付
さ
れ
た
条
性
側
通
園
ｕ
油
割
前
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
届
出
を
し
な
い
で
同
項
に
規
定
す
る
行
為
を
し
た
者

又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
週
園
ｕ
制
割
が
制

馴
遡
団
伺
謝
に
よ
っ
て
国
内
希
少
野
生
動
植
物
種
の
個
体
の

生
息
地
又
は
生
育
地
の
保
溌
に
支
障
を
及
ぼ
し
た
場
合
に
お

い
て
、
国
内
希
少
野
生
動
植
物
極
の
保
存
の
た
め
必
要
が
あ
る

と
認
め
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
者
に
対
し
、
相
当
の
期
限
を
定

め
て
、
原
状
回
復
を
命
じ
、
そ
の
他
国
内
希
少
野
生
動
植
物
種

の
個
体
の
生
息
地
又
は
生
育
地
の
保
瞳
の
た
め
必
要
な
措
侭

を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
（
略
）

第7条第2項第4号関係

｢その違反行為をした日」

○
畜
産
経
営
の
安
定
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百

八
十
三
号
）

（
指
定
乳
製
品
等
の
売
渡
し
を
し
な
い
場
合
）

第
二
十
五
条
機
構
は
、
次
の
場
合
に
陣
第
二
十
三
条
の
規
定

に
よ
る
売
渡
し
を
し
な
い
も
の
と
す
る
。

一
第
二
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
売
渡
し
の
契
約
に
違
反
し
、

判
刎
遡
園
制
湖
割
ｕ
制
則
か
ら
一
年
を
経
過
し
な
い
者
で

あ
る
と
き
○

二
・
三
（
略
）

3



目
次

第
一
条
こ
の
法
律
は
、
真
に
支
援
が
必
要
な
低
所
得
者
世
帯
の
者
に
対
し
、
社
会
で
自
立
し
、
及
び
活
躍
す
る
こ
と
が
で
き

第
二
章
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援

第
一
章
総

第
三
章
雑

第
四
章
罰

附
則

（
目
的
）

第
三
節
授
業
料
等
減
免
（
第
六
条
’
第
十
六
条
）

第
二
節
学
資
支
給
（
第
四
条
・
第
五
条
）

第
一
節
通

大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律

第
一
章
総

則則則
則

（
第
十
七
条
・
第
十
八
条
）

（
第
一
条
・
第
二
条
）

（
第
十
九
条
）

則 （
第
三
条
）

1 －ー



第
二
条
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
大
学
等
」
と
は
、
大
学
（
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
一
一
十
六
号
）
第
百
三
条
に

３
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
確
認
大
学
等
」
と
は
、
第
七
条
第
一
項
の
確
認
を
受
け
た
大
学
等
を
い
う
。

２
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
学
生
等
」
と
は
、
大
学
の
学
部
、
短
期
大
学
の
学
科
及
び
専
攻
科
（
大
学
の
学
部
に
準
ず
る
も
の

修
学
校
の
専
門
課
程
の
生
徒
を
い
う
。

。
）
及
び
専
攻
科
（
大
学
の
学
部
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
専
攻
科
に
限
る
。
）
の
学
生
並
び
に
専

規
定
す
る
大
学
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
、
高
等
専
門
学
校
及
び
専
門
課
程
を
置
く
専
修
学
校
（
第
七
条
第
一
項
及
び
第
十

と
し
て
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
専
攻
科
に
限
る
。
）
並
び
に
高
等
専
門
学
校
の
学
科
（
第
四
学
年
及
び
第
五
学
年
に
限
る

条
に
お
い
て
「
専
門
学
校
」
と
い
う
。
）
を
い
う
。

す
る
。

が
で
き
る
環
境
の
整
備
を
図
り
、
も
っ
て
我
が
国
に
お
け
る
急
速
な
少
子
化
の
進
展
へ
の
対
処
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と

学
の
支
援
を
行
い
、
そ
の
修
学
に
係
る
経
済
的
負
担
を
軽
減
す
る
こ
と
に
よ
り
、
子
ど
も
を
安
心
し
て
生
み
、
育
て
る
こ
と

る
豊
か
な
人
間
性
を
備
え
た
創
造
的
な
人
材
を
育
成
す
る
た
め
に
必
要
な
質
の
高
い
教
育
を
実
施
す
る
大
学
等
に
お
け
る
修

（
定
義
）

9
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第
六
条
授
業
料
等
減
免
は
、
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
授
業
料
等
（
授
業
料
及
び
入
学
金
を
い
う
。
同
項
に
お
い
て
同

第
五
条
学
資
支
給
に
つ
い
て
は
、
こ
の
法
律
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法

第
四
条
学
資
支
給
は
、
学
資
支
給
金
（
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
九
十
四
号
）
第
十
七

第
三
条
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
は
、
確
認
大
学
等
に
在
学
す
る
学
生
等
の
う
ち
、
特
に
優
れ
た
者
で
あ
っ
て
経
済
的

じ
。
）
の
減
免
と
す
る
。

条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
学
資
支
給
金
を
い
う
。
）
の
支
給
と
す
る
．

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

理
由
に
よ
り
極
め
て
修
学
に
困
難
が
あ
る
も
の
に
対
し
て
行
う
学
資
支
給
及
び
授
業
料
等
減
免
と
す
る
。

（
授
業
料
等
減
免
）

第
二
章
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援

第
三
節
授
業
料
等
減
免

第
二
節
学
資
支
給

第
一
節
通
則

3‐ー



第
七
条
次
の
各
号
に
掲
げ
る
大
学
等
の
設
置
者
は
、
授
業
料
等
減
免
を
行
お
う
と
す
る
と
き
は
、
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る

三
独
立
行
政
法
人
（
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法

に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
確
認
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
各
号
に
定
め
る
者
（
以
下
「
文
部
科
学
大
臣
等
」
と
い
う
．
）
に
対
し
、
当
該
大
学
等
が
次
項
各
号

四
地
方
公
共
団
体
が
設
置
す
る
大
学
等
当
該
地
方
公
共
団
体
の
長

二
国
が
設
置
す
る
専
門
学
校
当
該
専
門
学
校
が
属
す
る
国
の
行
政
機
関
の
長

一
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
（
い
ず
れ
も
学
校
教
育
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
国
立
学
校
又
は
私
立
学
校
で
あ
る
も

（
大
学
等
の
確
認
）

務
大
臣
（
同
法
第
六
十
八
条
に
規
定
す
る
主
務
大
臣
を
い
う
。
）

学
校
文
部
科
学
大
臣

十
二
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
立
大
学
法
人
を
い
う
。
第
十
条
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
設
置
す
る
専
門

人
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
十
条
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
設
置
す
る
専
門
学
校
当
該
独
立
行
政
法
人
の
主

の
に
限
る
。
第
十
条
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
．
）
並
び
に
国
立
大
学
法
人
（
国
立
大
学
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百

4－1■■



２
文
部
科
学
大
臣
等
は
、
前
項
の
確
認
（
以
下
単
に
「
確
認
」
と
い
う
。
）
を
求
め
ら
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
求
め
に

六
地
方
独
立
行
政
法
人
（
地
方
独
立
行
政
法
人
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
方
独
立
行
政
法
人
を
い
い
、
公
立
大
学

係
る
大
学
等
が
次
に
掲
げ
る
要
件
（
第
九
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
十
五
条
第
一
項
第
一
号
に
お
い
て
「
確
認
要
件
」
と
い

七
専
門
学
校
（
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
当
該
専
門
学
校
を
所
管
す
る
都
道
府
県
知
事

五
公
立
大
学
法
人
（
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
六
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公
立

う
。
）
を
満
た
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
確
認
を
す
る
も
の
と
す
る
。

一
大
学
等
の
教
育
の
実
施
体
制
に
関
し
、
大
学
等
が
社
会
で
自
立
し
、
及
び
活
躍
す
る
こ
と
が
で
き
る
豊
か
な
人
間
性
を

法
人
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
十
条
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
設
置
す
る
専
門
学
校
当
該
地
方
独
立
行
政
法

大
学
法
人
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
十
条
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
設
置
す
る
大
学
等
当
該
公
立
大
学
法
人

を
設
立
す
る
地
方
公
共
団
体
の
長

人
を
設
立
す
る
地
方
公
共
団
体
の
長

備
え
た
創
造
的
な
人
材
を
育
成
す
る
た
め
に
必
要
な
も
の
と
し
て
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ

る
こ
と
。
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第
八
条
確
認
大
学
等
の
設
置
者
は
、
当
該
確
認
大
学
等
に
在
学
す
る
学
生
等
の
う
ち
、
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
基
準
及
び

３
文
部
科
学
大
臣
等
は
、
確
認
を
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り

’公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四
当
該
大
学
等
の
設
置
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
役
員
の
う
ち
に
、
こ
の
法
律
若
し
く
は
こ
の
法
律
に
基

三
当
該
大
学
等
の
設
置
者
が
、
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
確
認
を
取
り
消
さ
れ
た
大
学
等
の
設
置
者
又
は
こ
れ
に

二
大
学
等
の
経
営
基
盤
に
関
し
、
大
学
等
が
そ
の
経
営
を
継
続
的
か
つ
安
定
的
に
行
う
た
め
に
必
要
な
も
の
と
し
て
文
部

（
確
認
大
学
等
の
設
置
者
に
よ
る
授
業
料
等
の
減
免
）

こ

と
。

準
ず
る
者
と
し
て
政
令
で
定
め
る
者
で
、
そ
の
取
消
し
の
日
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
日
と
し
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
起
算

し
て
三
年
を
経
過
し
な
い
も
の
で
な
い
こ
と
。

科
学
省
令
で
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

灰
．
夛
石

甲
呵
亜
戸
山
頁
一
〆
毘
ｒ
鄙 幌

．
国
と
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第
九
条
確
認
大
学
等
の
設
置
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
は
、
文
部
科
学
省
令
で
定
め

３
前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
授
業
料
等
減
免
の
期
間
そ
の
他
の
確
認
大
学
等
の
設
置
者
が
行
う
授
業
料
等
減
免
に
関

２
前
項
の
規
定
に
よ
り
確
認
大
学
等
の
設
置
者
が
行
う
授
業
料
等
減
免
の
額
は
、
確
認
大
学
等
の
種
別
そ
の
他
の
事
情
を
考

２
第
七
条
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
と
き
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

慮
し
て
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

業
料
等
減
免
対
象
者
と
し
て
認
定
し
、
当
該
授
業
料
等
減
免
対
象
者
に
対
し
て
授
業
料
等
の
減
免
を
行
う
も
の
と
す
る
。

方
法
に
従
い
、
特
に
優
れ
た
者
で
あ
っ
て
経
済
的
理
由
に
よ
り
極
め
て
修
学
に
困
難
が
あ
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
授

し
必
要
な
事
項
は
、
政
令
で
定
め
る
。

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
当
該
確
認
大
学
等
に
係
る
確
認
を
し
た
文
部
科
学
大
臣
等
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
当
該
確
認
大
学
等
の
名
称
及
び
所
在
地
そ
の
他
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
事
項
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
。

二
当
該
確
認
大
学
等
に
係
る
確
認
を
辞
退
し
よ
う
と
す
る
と
き
。

一
当
該
確
認
大
学
等
が
、
確
認
要
件
を
満
た
さ
な
く
な
っ
た
と
き
。

（
確
認
要
件
を
満
た
さ
な
く
な
っ
た
場
合
等
の
届
出
）
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夕

第
十
一
条
国
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
条
（
第
五
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が

第
十
条
次
の
各
号
に
掲
げ
る
大
学
等
に
係
る
授
業
料
等
減
免
に
要
す
る
費
用
（
以
下
「
減
免
費
用
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
れ

支
弁
す
る
減
免
費
用
の
二
分
の
一
を
負
担
す
る
。

ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
者
（
第
十
二
条
第
三
項
に
お
い
て
「
国
等
」
と
い
う
。
）
が
支
弁
す
る
。

五
専
門
学
校
（
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
当
該
専
門
学
校
を
所
管
す
る
都
道
府
県
知
事
の
統
轄
す
る
都
道
府

三
公
立
大
学
法
人
が
設
置
す
る
大
学
等
当
該
公
立
大
学
法
人
を
設
立
す
る
地
方
公
共
団
体

四
地
方
独
立
行
政
法
人
が
設
置
す
る
専
門
学
校
当
該
地
方
独
立
行
政
法
人
を
設
立
す
る
地
方
公
共
団
体

二
地
方
公
共
団
体
が
設
置
す
る
大
学
等
当
該
地
方
公
共
団
体

一
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
並
び
に
国
、
国
立
大
学
法
人
及
び
独
立
行
政
法
人
が
設
置
す
る
専
門
学
校
国

（
認
定
の
取
消
し
等
）

（
国
の
負
担
）

（
減
免
費
用
の
支
弁
）

県
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第
十
二
条
確
認
大
学
等
の
設
置
者
は
、
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
確
認
大
学
等
に
在
学
す
る
授
業
料

２
確
認
大
学
等
の
設
置
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
を
取
り
消
し
た
と
き
は
、
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

３
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
を
取
り
消
し
た
確
認
大
学
等
の
設
置
者
に
対
し
減
免
費
用
を
支
弁
す
る
国
等
は
、
前
項
の
規

４
前
項
の
規
定
に
よ
る
徴
収
金
の
先
取
特
権
の
順
位
は
、
国
税
及
び
地
方
税
に
次
ぐ
も
の
と
す
る
。

等
減
免
対
象
者
が
偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
に
よ
り
授
業
料
等
減
免
を
受
け
た
又
は
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に

定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
認
定
を
取
り
消
さ
れ
た
学
生
等
に
対
す
る
授
業
料
等
減
免
に
係
る
減
免
費

り
、
そ
の
旨
を
当
該
確
認
大
学
等
に
係
る
確
認
を
し
た
文
部
科
学
大
臣
等
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

至
っ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
授
業
料
等
減
免
対
象
者
に
係
る
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
（
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
単
に
「
認
定
」
と
い
う
。
）
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

用
を
既
に
支
弁
し
て
い
る
と
き
は
、
国
税
徴
収
の
例
に
よ
り
、
当
該
確
認
大
学
等
の
設
置
者
か
ら
当
該
減
免
費
用
に
相
当
す

る
金
額
を
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

二
学
生
等
た
る
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
行
為
が
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

一
学
業
成
績
が
著
し
く
不
良
と
な
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
と
き
．
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４
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
権
限
は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と
解
釈
し
て
は
な
ら
な
い
。

３
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
質
問
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
職
員
は
、
そ
の
身
分
を
示

第
十
三
条
文
部
科
学
大
臣
等
は
、
授
業
料
等
減
免
に
関
し
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
必
要
な

２
文
部
科
学
大
臣
等
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
確
認
大
学
等
の

す
証
明
書
を
携
帯
し
、
か
つ
、
関
係
者
の
請
求
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

出
頭
を
求
め
、
又
は
当
該
職
員
に
関
係
者
に
対
し
て
質
問
さ
せ
、
若
し
く
は
当
該
確
認
大
学
等
の
設
置
者
の
事
務
所
そ
の
他

設
置
者
（
国
及
び
地
方
公
共
団
体
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
若
し
く
は
そ
の
役
職
員
若
し
く
は

、
報
告
若
し
く
は
文
書
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
命
じ
、
又
は
当
該
職
員
に
関
係
者
に
対
し
て
質
問
さ
せ
る

の
施
設
に
立
ち
入
り
、
そ
の
設
備
若
し
く
は
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

限
度
に
お
い
て
、
授
業
料
等
減
免
対
象
者
若
し
く
は
そ
の
生
計
を
維
持
す
る
者
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
者
で
あ
っ
た
者
に
対
し

こ
れ
ら
の
者
で
あ
っ
た
者
に
対
し
、
報
告
若
し
く
は
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
命
じ
、
若
し
く
は

こ
と
が
で
き
る
。

（
報
告
等
）
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第
十
四
条
文
部
科
学
大
臣
等
は
、
確
認
大
学
等
の
設
置
者
が
授
業
料
等
減
免
を
適
切
に
行
っ
て
い
な
い
と
認
め
る
場
合
そ
の

第
十
五
条
文
部
科
学
大
臣
等
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
確
認
大
学
等
に
係
る
確
認

２
文
部
科
学
大
臣
等
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
勧
告
を
受
け
た
確
認
大
学
等
の
設
置
者

３
文
部
科
学
大
臣
等
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
を
受
け
た
確
認
大
学
等
の
設
置
者
が
、
正
当
な
理
由
が
な
く
て
そ
の

４
文
部
科
学
大
臣
等
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
命
令
を
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
旨
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

が
、

他
授
業
料
等
減
免
の
適
正
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
当
該
確
認
大
学
等
の
設
置
者
に
対

勧
告
に
係
る
措
置
を
と
ら
な
か
っ
た
と
き
は
、
当
該
確
認
大
学
等
の
設
置
者
に
対
し
、
期
限
を
定
め
て
、
そ
の
勧
告
に
係
る

し
、
期
限
を
定
め
て
、
授
業
料
等
減
免
の
実
施
の
方
法
の
改
善
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
勧
告
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

（
勧
告
、
命
令
等
）

（
確
認
の
取
消
し
）

同
項
の
期
限
内
に
こ
れ
に
従
わ
な
か
っ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
公
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

Q
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２
第
七
条
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
の
取
消
し
を
し
た
と
き
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

V 六
前
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
確
認
大
学
等
の
設
置
者
が
、
こ
の
法
律
若
し
く
は
こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
又
は
こ

五
確
認
大
学
等
の
設
置
者
が
、
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
出
頭
を
求
め
ら
れ
て
こ
れ
に
応
ぜ
ず
、
同
項
の
規
定
に

三
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
確
認
大
学
等
の
設
置
者
が
、
減
免
費
用
の
支
弁
に
関
し
不
正
な
行
為
を
し
た
と
き
。

四
確
認
大
学
等
の
設
置
者
が
、
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
又
は
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物
件
の
提
出
若
し
く
は

を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

二
確
認
大
学
等
の
設
置
者
が
、
不
正
の
手
段
に
よ
り
確
認
を
受
け
て
い
た
と
き
．

一
確
認
大
学
等
が
、
確
認
要
件
を
満
た
さ
な
く
な
っ
た
と
き
。

（
授
業
料
等
減
免
対
象
者
が
在
学
し
て
い
る
場
合
の
特
例
）

れ
ら
に
基
づ
く
処
分
に
違
反
し
た
と
き
。

し
く
は
忌
避
し
た
と
き
。

提
示
を
命
ぜ
ら
れ
て
こ
れ
に
従
わ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報
告
若
し
く
は
虚
偽
の
物
件
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
し
た
と
き
。

よ
る
質
問
に
対
し
て
答
弁
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
答
弁
を
し
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
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第
十
六
条
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
確
認
が
取
り
消
さ
れ
た
場
合
又
は
確
認
大
学
等
の
設
置
者
が
当
該
確
認
大
学
等
に
係

第
十
七
条
国
は
、
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
法
（
平
成
九
年
法
律
第
四
十
八
号
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第

２
前
項
の
規
定
に
よ
り
減
免
費
用
の
支
弁
が
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
場
合
に
は
、
第
十
二

掲
げ
る
事
由
に
該
当
し
て
同
項
の
規
定
に
よ
り
確
認
が
取
り
消
さ
れ
た
場
合
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
場
合
と
し
て
政
令
で
定
め

す
る
私
立
学
校
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
も
の
を
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
を
通
じ
て
行
う
こ
と
が
で
き

十
条
の
規
定
に
よ
る
減
免
費
用
の
支
弁
の
う
ち
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
（
い
ず
れ
も
学
校
教
育
法
第
一
一
条
第
二
項
に
規
定

し
た
大
学
等
を
確
認
大
学
等
と
み
な
し
て
、
こ
の
法
律
の
規
定
を
適
用
す
る
。
た
だ
し
、
同
項
第
二
号
若
し
く
は
第
三
号
に

し
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
者
に
係
る
授
業
料
等
減
免
に
つ
い
て
は
、
当
該
確
認
を
取
り
消
さ
れ
た
大
学
等
又
は
確
認
を
辞
退

る
場
合
に
お
け
る
当
該
大
学
等
に
係
る
減
免
費
用
に
つ
い
て
は
、
第
十
条
及
び
第
十
一
条
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

る
確
認
を
辞
退
し
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
取
消
し
又
は
辞
退
の
際
、
当
該
確
認
大
学
等
に
授
業
料
等
減
免
対
象
者
が
在
学

る
。 （

日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
を
通
じ
て
行
う
減
免
費
用
の
支
弁
）

第
三
章
雑
則
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第
十
九
条
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
若
し
く
は
物
件
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告

第
十
八
条
こ
の
法
律
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
。

２
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
若
し
く
は
物
件
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
若
し
く

は
虚
偽
の
物
件
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
し
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
当
該
職
員
の
質
問
に
対
し
て
答
弁
を
せ
ず
、
若
し

、
若
し
く
は
虚
偽
の
答
弁
を
し
た
者
は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

若
し
く
は
虚
偽
の
物
件
の
提
出
若
し
く
は
提
示
を
し
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
当
該
職
員
の
質
問
に
対
し
て
答
弁
を
せ
ず

資
金
」
と
す
る
。

免
資
金
」
と
、
「
支
弁
し
て
い
る
」
と
あ
る
の
は
「
交
付
し
て
い
る
」
と
、
「
当
該
減
免
費
用
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
減
免

」
と
い
う
。
）
を
交
付
す
る
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
」
と
、
「
に
係
る
減
免
費
用
」
と
あ
る
の
は
「
に
係
る
減

条
第
二
項
中
「
文
部
科
学
大
臣
等
」
と
あ
る
の
は
「
文
部
科
学
大
臣
及
び
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
の
理
事
長
」

と
、
同
条
第
三
項
中
「
を
支
弁
す
る
国
等
」
と
あ
る
の
は
「
に
充
て
る
た
め
の
資
金
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
減
免
資
金

（
文
部
科
学
省
令
へ
の
委
任
）

第
四
章
罰
則

14-q■■



第
一
条
こ
の
法
律
は
、
社
会
保
障
の
安
定
財
源
の
確
保
等
を
図
る
税
制
の
抜
本
的
な
改
革
を
行
う
た
め
の
消
費
税
法
の
一

第
二
条
こ
の
法
律
を
施
行
す
る
た
め
に
必
要
な
確
認
の
手
続
そ
の
他
の
行
為
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
お
い
て
も
行
う
こ

３
法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
が
、
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
に
関
し
、

前
項
の
違
反
行
為
を
し
た
と
き
は
、
行
為
者
を
罰
す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
又
は
人
に
対
し
て
同
項
の
刑
を
科
す
る
。

下
の
罰
金
に
処
す
る
。

く
は
虚
偽
の
答
弁
を
し
、
若
し
く
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
た
者
は
、
三
十
万
円
以

年
の
翌
年
の
四
月
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
条
及
び
附
則
第
十
四
条
の
規

定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
八
号
）
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
の
属
す
る

と
が
で
き
る
。

（
施
行
期
日
）

（
施
行
前
の
準
備
）

附

則

部

－ 15‐



第
四
条
次
に
掲
げ
る
費
用
の
財
源
は
、
社
会
保
障
の
安
定
財
源
の
確
保
等
を
図
る
税
制
の
抜
本
的
な
改
革
を
行
う
た
め
の
消

第
三
条
政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
四
年
を
経
過
し
た
場
合
に
お
い
て
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
状
況
を
勘
案
し
、
こ
の
法

費
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
に
よ
り
増
加
す
る
消
費
税
の
収
入
を
活

す
る
。

用
し
て
、
確
保
す
る
も
の
と
す
る
。

律
の
規
定
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
応
じ
て
所
要
の
見
直
し
を
行
う
も
の
と

二
減
免
費
用
の
う
ち
第
十
条
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
国
の
支
弁
又
は
第
十
一
条
の
規
定
に
よ

一
学
資
支
給
に
要
す
る
費
用
と
し
て
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
第
一
一
十
三
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
政
府
が
補

（
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
の
一
部
改
正
）

（
政
府
の
補
助
等
に
係
る
費
用
の
財
源
）

（
検
討
）

助
す
る
費
用

る
国
の
負
担
に
係
る
も
の

- 16-



第
五
条
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

」
に
改
め
る
。

第
二
十
三
条
の
二
政
府
は
、
毎
年
度
、
機
構
に
対
し
、
第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
学
資
の
支
給
に
要
す
る
費

以
下
の
金
額
」
を
加
え
る
。

又
は
確
認
大
学
等
の
設
置
者
に
よ
る
当
該
確
認
大
学
等
に
係
る
同
項
の
確
認
の
辞
退
の
際
、
当
該
確
認
大
学
等
に
在
学
し
て

る
」
を
、
「
認
定
さ
れ
た
者
」
の
下
に
「
（
同
法
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
同
法
第
七
条
第
一
項
の
確
認
の
取
消
し

い
る
当
該
認
定
さ
れ
た
者
を
含
む
。
）
」
を
加
え
る
。

第
十
七
条
の
四
第
一
項
中
二
部
」
の
下
に
「
を
徴
収
す
る
ほ
か
、
そ
の
徴
収
す
る
額
に
百
分
の
四
十
を
乗
じ
て
得
た
額

第
十
七
条
の
二
第
一
項
中
「
は
、
」
の
下
に
「
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
十
一
年
法
律
第

第
一
一
十
三
条
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
の
前
に
見
出
し
と
し
て
「
（
補
助
金
）
」
を
付
し
、
同
条
中
「
経
費
」
を
「
費
用

第
二
十
三
条
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

用
を
補
助
す
る
も
の
と
す
る
。

号
）
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
確
認
大
学
等
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
確
認
大
学
等
」
と
い
う
。
）
に
在
学
す

- 17-



３
前
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
存
続
す
る
学
資
支
給
基
金
に
つ
い
て
は
、
旧
機
構
法
第
二
十
三
条
の
二
第
二
十
三
条
の
三
及

第
六
条
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
新
機
構
法
」
と

２
旧
機
構
法
第
二
十
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
学
資
支
給
基
金
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
『
学
資
支
給
基
金
」
と

び
第
三
十
条
（
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
次
項
の
規
定
に
よ
り
国
庫
に
納
付
す
る
ま
で
（
残
余
が
な
い

」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
旧
機
構
法
」
と
い
う
。
）
第
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定

支
給
さ
れ
る
同
項
に
規
定
す
る
学
資
支
給
金
に
つ
い
て
適
用
し
、
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
独

に
よ
り
認
定
さ
れ
た
者
に
対
し
て
支
給
さ
れ
る
同
項
に
規
定
す
る
学
資
支
給
金
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
旧
学
資
支
給
金

い
う
．
）
は
、
旧
学
資
支
給
金
の
支
給
が
終
了
す
る
日
ま
で
の
間
、
存
続
す
る
も
の
と
す
る
。

い
う
。
）
の
規
定
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
に
新
機
構
法
第
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
認
定
さ
れ
た
者
に
対
し
て

（
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
十
条
第
三
号
を
削
る
。

第
二
十
三
条
の
三
を
削
る
。
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第
八
条
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の

第
七
条
附
則
第
五
条
の
規
定
の
施
行
前
に
し
た
行
為
及
び
前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ

第
九
条
地
方
財
政
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

４
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
は
、
旧
学
資
支
給
金
の
支
給
が
終
了
し
た
場
合
に
お
い
て
、
学
資
支
給
基
金
に
残
余

れ
る
場
合
に
お
け
る
こ
の
法
律
の
施
行
後
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

が
あ
る
と
き
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
残
余
の
額
を
国
庫
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

よ
う
に
改
正
す
る
．

場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
項
の
支
給
が
終
了
す
る
日
ま
で
）
の
間
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

（
独
立
行
政
法
人
日
本
学
生
支
援
機
構
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

（
地
方
財
政
法
の
一
部
改
正
）

第
十
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

附
則
第
四
条
及
び
第
五
条
を
削
る
。
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第
十
二
条
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
一
条
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
第
三
百
四
十
八
条
第
二
項
（
第
十
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規

第
十
条
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

）
を
賦
課
期
日
と
す
る
年
度
以
後
の
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
当
該
年
度
の
前
年
度
分
ま
で
の
固
定
資
産

定
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
の
属
す
る
年
の
翌
年
の
一
月
一
日
（
当
該
施
行
の
日
が
一
月
一
日
で
あ
る
場
合
に
は
、
同
日

税
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
．

（
日
本
私
立
学
校
振
興
・
共
済
事
業
団
法
の
一
部
改
正
）

（
地
方
税
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

（
地
方
税
法
の
一
部
改
正
）

第
十
八
条
第
二
項
中
「
同
じ
」
の
下
に
「
。
）
又
は
交
付
業
務
（
同
条
第
四
項
の
業
務
を
い
う
。
第
二
十
五
条
第
一
項
に

第
三
百
四
十
八
条
第
二
項
第
十
三
号
中
「
第
三
項
」
を
「
第
四
項
」
に
改
め
る
。

三
十
五
都
道
府
県
知
事
の
確
認
を
受
け
た
専
門
学
校
（
地
方
公
共
団
体
又
は
地
方
独
立
行
政
法
人
が
設
置
す
る
も
の
を

除
く
。
）
に
係
る
授
業
料
等
減
免
に
要
す
る
経
費

つ
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お
い
て
同
じ
」
を
加
え
る
。

減
免
資
金
」
を
加
え
る
。

下
同
じ
」
を
加
え
る
。

４
事
業
団
は
、
前
三
項
の
規
定
に
よ
り
行
う
業
務
の
ほ
か
、
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
十

第
二
十
三
条
中
第
四
項
を
第
五
項
と
し
、
第
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

第
二
十
五
条
第
一
項
中
「
同
じ
」
の
下
に
「
。
）
（
交
付
業
務
を
含
む
。
第
三
十
七
条
第
一
項
及
び
第
四
項
を
除
き
、
以

第
二
十
七
条
中
「
第
二
十
三
条
第
一
項
第
一
号
」
の
下
に
「
及
び
第
四
項
」
を
、
「
交
付
す
る
補
助
金
」
の
下
に
「
及
び

行
う
。

た
め
に
必
要
な
国
の
資
金
の
交
付
を
受
け
、
こ
れ
を
財
源
と
し
て
、
学
校
法
人
に
対
し
、
減
免
資
金
を
交
付
す
る
業
務
を

限
る
。
）
に
充
て
る
た
め
の
資
金
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
二
十
七
条
に
お
い
て
「
減
免
資
金
」
と
い
う
。
）
を
交
付
す
る

第
四
十
八
条
第
一
項
第
七
号
中
「
第
三
項
」
を
「
第
四
項
」
に
改
め
る
。

附
則
第
十
三
条
中
「
第
二
十
三
条
第
一
項
第
一
号
」
の
下
に
「
及
び
第
四
項
」
を
加
え
る
。

一
年
法
律
第
号
）
第
十
条
に
規
定
す
る
減
免
費
用
（
私
立
学
校
で
あ
る
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
に
係
る
も
の
に
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第
十
四
条
こ
の
附
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
で
定
め
る
。

第
十
三
条
内
閣
府
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

（
内
閣
府
設
置
法
の
一
部
改
正
）

第
十
一
条
の
三
及
び
第
四
十
一
条
の
二
第
一
項
中
「
第
二
十
七
号
の
五
」
を
「
第
二
十
七
号
の
六
」
に
改
め
る
。

第
四
条
第
三
項
第
二
十
七
号
の
五
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
十
七
の
六
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
（
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
十
一
年
法
律

第
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
）
に
関
す
る
関
係
行
政
機
関
の
経
費
の
配
分
計
画
に
関
す
る
こ
と
。
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ｰ

す
る
一
環
と
し
て
、
真
に
支
援
が
必
要
な
低
所
得
者
世
帯
の
者
に
対
し
、
社
会
で
自
立
し
、
及
び
活
躍
す
る
こ
と
が
で
き
る
豊

法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。

か
な
人
間
性
を
備
え
た
創
造
的
な
人
材
を
育
成
す
る
た
め
に
必
要
な
質
の
高
い
教
育
を
実
施
す
る
大
学
等
に
お
け
る
修
学
に
係

る
経
済
的
負
担
の
軽
減
を
図
る
た
め
、
学
資
の
支
給
及
び
授
業
料
等
の
減
免
の
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の

我
が
国
に
お
け
る
急
速
な
少
子
化
の
進
行
及
び
大
学
等
に
お
け
る
修
学
の
重
要
性
に
鑑
み
、
総
合
的
な
少
子
化
対
策
を
推
進

理
由

’
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